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（工学部内規程第４１号）

鳥取大学工学部派遣学生・特別聴講学生規程

第１条 この規程は，鳥取大学学則（平成１６年鳥取大学規則第５５号。以下

「学則」という。）第３４条及び第５４条第３項の規定に基づき，その実施に

関し必要な事項を定める。

第２条 この規程において「派遣学生」とは，鳥取大学工学部（以下「本学部」

という。）の学生で，他の国立，公立，私立及び外国の大学(以下｢他の大学｣と

いう。）の授業科目を履修する者をいう。

２ 「特別聴講学生」とは，他の大学の学生で本学部の授業科目を履修する者を

いう。

３ 「大学間協議」とは，派遣学生及び特別聴講学生の取扱いについて，あらか

じめ本学部と当該他の大学との間で履修できる授業科目の範囲，対象となる学

生数，単位の認定方法及び授業料等の費用の取扱い，その他必要な措置に関し

て行う協議をいう。

４ 「他の大学の長」とは，大学間協議における協議機関の長をいう。

第３条 学生の派遣及び特別聴講学生の受入れは，大学間協議が成立したものに

ついて行う。ただし，外国の大学にあっては，やむを得ない事情があるときは，

事前の協議を欠くことができる。

第４条 派遣学生を志願する者は，所属学科の学科長の許可を得て，派遣学生許

可願（様式１号）に，大学間協議に基づく必要書類を添えて，学部長に願い出

なければならない。

２ 前項の願い出の時期は，大学間協議の定めるところによる。

第５条 前条の願い出があったときは，鳥取大学工学部教授会（以下「教授会」

という。）の議を経て，学部長が当該他の大学の長と協議の上，派遣を許可す

る。ただし，外国の大学に留学する学生にあっては，学部長を経て学長の許可

を得なければならない。

第６条 派遣学生の履修期間の単位は，１期又は１学年とする。

第７条 前条に規定する履修期間は，本学部の修業年限及び在学期間に算入する。

第８条 派遣学生が修得した単位は，学則第２９条の規定に基づき，卒業の要件

となる単位として取扱うことができる。この場合において，授業科目及び単位

数は当該学科において定めるものとする。
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２ 前項の単位の認定は，他の大学の長の交付する学業成績証明書等により教授

会が行う。この場合において，授業時間数及び授業形式等を考慮した上で，本

学部の単位に換算するものとする。

３ 単位制をとらない外国の大学における学修成果の単位換算は，前項の規定を

準用する。

第９条 派遣学生は，履修期間が終了したときは，直ちに学部長に履修報告書

（様式２号）を提出しなければならない。ただし，外国の大学に留学した派遣

学生にあっては，別に帰着届を帰国後速やかに，学部長を経て学長に提出しな

ければならない。

第１０条 派遣学生は，学則に定める授業料を本学に納付するとともに，他の大

学の定めるところにより授業料等を納付しなければならない。

第１１条 学部長は，他の大学の長から受入れ取消しの通知を受けたときは，派

遣を中止するものとする。

第１２条 特別聴講学生を志願する者は，他の大学の長を経て，次に掲げる書類

を添えて学部長に願い出なければならない。ただし，履歴書及び成績証明書に

ついては，大学間協議に基づき省略することができる。

一 特別聴講学生入学願（様式３号）

二 履歴書

三 成績証明書

四 指導教員又はそれに準ずる教員の推薦書

五 身元保証書（外国の大学に在学する学生のみ）

２ 前項の願い出の時期は，入学を希望する学期の始まる１月前までとする。

ただし，外国の大学の学生にあっては，原則として６月前までとする。

第１３条 前条の願い出があったときは，教授会の議を経て学部長が入学を許可

する。

２ 学部長は，入学を許可したときは，他の大学の長を経て本人にその旨を通知

するものとする。

第１４条 特別聴講学生の受入れ期間の単位は，１期又は１学年とする。

第１５条 特別聴講学生は，大学間協議で定められた範囲内で，本学部の授業科

目を履修することができる。

第１６条 特別聴講学生には，鳥取大学工学部単位認定規程（昭和４０年鳥取大

学工学部規則第３号）に基づき，所定の単位を与えるものとする。

第１７条 学部長は，特別聴講学生の履修が終了したときは，学業成績証明書を

作成して他の大学の長に通知するものとする。
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第１８条 特別聴講学生は，学生証の交付を受け常に携帯しなければならない。

第１９条 特別聴講学生は，学則に定める授業料を納付しなければならない。

ただし，国立大学に在学中の者，授業料を相互に徴収しないことを定めた大学

間相互単位互換協定（附属書を含む。）に基づき本学部の授業科目を履修する

公立又は私立大学（短期大学を含む。）に在学中の者及び授業料を相互に徴収

しないことを定めた大学間交流協定（附属文書等を含む。）に基づき本学部に

入学した外国人留学生の授業料は，徴収しないものとする。

第２０条 特別聴講学生が次の各号の一に該当する場合は，学部長は，教授会の

議を経て除籍することがある。

一 成業の見込みのないとき。

二 本学の規則に反する行為があったとき。

三 授業料等の納付の義務を怠ったとき。

第２１条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は教授会の議を経て学部長

が定める。

附 則

この規程は，昭和５５年１１月１７日から施行する。

附 則

この規程は，平成元年７月１７日から施行する。

附 則

この規程は，平成５年９月２０日から施行し，平成５年８月１日から適用する。

附 則

この規程は，平成９年７月２２日から施行する。

附 則

この規程は，平成１０年４月９日から施行する。

附 則

この規程は，平成１１年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成１７年４月１日から施行する。
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様式１号

派 遣 学 生 許 可 願

平成 年 月 日

工 学 部 長 殿

学 科

入学年度

氏 名

下記のとおり願い出ますので，許可願います。

記

学科長承認印

派遣大学 大学 学部 学科

派遣期間 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日（ か月間）

履 修 希 望 科 目 単 位 数 担 当 教 員

履修を希望する理由
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様式２号

履 修 報 告 書

平成 年 月 日

工 学 部 長 殿

学 科

入学年度

氏 名

このたび派遣が終了しましたので，下記のとおり報告します。

記

派遣大学 大学 学部 学科

在籍身分

派遣期間 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日（ か月間）

履 修 科 目 単 位 数

研究・学習の概要
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様式３号

特 別 聴 講 学 生 入 学 願

ふ り が な

氏 名

生年月日 年 月 日生 写 真

性 別 男 女 貼 付

（国 籍）(外国の大学に在学中の者のみ)

現 住 所

在籍大学 大学 学部 学科

入学年

入学を希望する期間 年 月 日～ 年 月 日

聴講する学科 学科

聴講する科目，単位数等

科 目 名 単 位 数 担 当 教 員

上記のとおり願い出ます。

年 月 日

署 名

工 学 部 長 殿


